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平成27年１月29日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・平成27年宮崎県警察運営方針及び運営重点に

ついて

出席委員（６人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（１名）

委 員 中 村 幸 一

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

警 務 部 長 水 野 良 彦

警務部参事官兼
西 福 一

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 山 内 敏

刑 事 部 長 武 田 久 雄

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
齊 藤 直 司

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
野 辺 学

生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 橋 本 利 幸

総 務 課 長 河 野 俊 一

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

会 計 課 長

少 年 課 長 津 端 重 雄

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 吉 田 瑞 行

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

執行部入室のため、暫時休憩をいたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への報告事項について説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○坂口警察本部長 おはようございます。警察

本部でございます。

本年最初の常任委員会に当たりまして、一言

御挨拶を申し上げます。

西村委員長を初め、委員の皆様方には、昨年

１年間、警察業務各般にわたりまして、格別の

平成27年１月29日(木)
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御理解と御支援を賜り、厚く御礼を申し上げま

す。

本年も宮崎県警察といたしましては、組織の

総合力を結集し、県民の期待と信頼に応える力

強い警察活動を推進して、安全で安心して暮ら

せる宮崎県の実現に向け努力してまいる所存で

ございます。

引き続き、御指導、御支援を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。

本日は、お手元に資料を配付しておりますと

おり、平成27年宮崎県警察運営方針及び運営重

点につきまして、御説明させていただきます。

内容につきましては、警務部長から説明させ

ますので、よろしくお願いいたします。

○水野警務部長 おはようございます。それで

は、平成27年宮崎県警察運営方針及び運営重点

について御説明させていただきます。

それでは、お配りいたしました資料でござい

ますが、こちらをごらんください。それの１ペ

ージでございます。

本年の運営方針は、昨年に引き続きまして、

主題を「県民の期待と信頼にこたえる力強い警

察」にするとともに、副題を「安全で安心な宮

崎をめざして」としております。

これは、事件・事故等がますます複雑・多様

化する昨今の治安情勢を踏まえ、郷土「宮崎」

が安全で安心して暮らせる地域であることを願

う県民の期待と信頼に応えるために、宮崎県警

察の総合力を結集した力強い警察活動を本年も

引き続き展開しようというものでございます。

この方針のもとでの具体的な取り組みとして、

その下にありますが、運営重点であります７つ

の項目を掲げておりまして、具体的には、事態

対処事案への迅速・的確な対応、交通事故の総

量抑止と交通秩序の確立、総合的な犯罪抑止対

策の推進、災害等重大事案への対処とテロの未

然防止対策の推進、重要犯罪の徹底検挙と組織

犯罪の封圧、少年の非行防止と保護総合対策の

推進、警察安全相談への適切な対応と被害者支

援の推進、以上の７項目でございます。

それでは、それぞれ運営重点について説明い

たします。

資料２ページをごらんください。まず、上段

にあります事態対処事案への迅速・的確な対応

についてであります。

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、

女性や子供の行方不明事案等の人身安全関連事

案が、殺人等の凶悪事件に発展する事例が全国

的に後を絶ちません。

この種凶悪事件は、いつどこにおいて発生し

ても不思議ではないことから、県民の関心も高

く、警察の対処のあり方そのものが県民の安全

や安心感を大きく左右するため、その対応には

最高度の緊張感を持って、組織の総力を挙げて

取り組む必要があります。

そこで、県警といたしましては、この事項を

最重要課題として位置づけ、運営重点の１番目

の項目に設定しております。

県警では、これら被害者等の生命・身体に危

害が及ぶおそれのある事案に対処するため、一

昨年３月に警察本部内に宮崎県警察事態対処委

員会を設置し、さらに、昨年３月には総合捜査

対策室を立ち上げて、同室を中心とした部門横

断的な情報共有と明確な役割分担を行い、警察

署との連携を図りながら保護対策及び検挙対策

を迅速・的確に実施してまいりました。

これまで15件を事態対処事案として指定し、

各部門を挙げて対応しております。

また、指定した事案以外にも、事案の切迫性

・危険性を的確に判断し、迅速な対応をとった

平成27年１月29日(木)
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結果、重要事件への発展を未然に阻止している

ところでございます。

ただし、この種の事案については一過性の対

応だけで収束するものではなく、再被害が懸念

される事案もございますため、継続的対応が必

要とされます。

本年も、事態対処事案が発生した場合の的確

な対処を図るため、全警察職員の事態対処能力

を高めるとともに、関係機関との連携強化を図

り、被害者の安全確保のために最も効果的な方

法による取り組みを継続してまいります。

続きまして、その下の段でありますが、交通

事故の総量抑止と交通秩序の確立についてであ

ります。

県内における昨年の交通事故発生状況は、関

係機関・団体の皆様と連携して交通事故抑止対

策を推進しました結果、発生件数は9,759件で、

前年比マイナス699件、死者数は49人でございま

して、前年比マイナス10人でありました。負傷

者数につきましては１万1,534人でございまし

て、前年比マイナス1,055人と、いずれも大幅に

減少し、一定の成果をおさめることができまし

た。

しかしながら、交通事故死者数全体に占める

高齢者の割合は、全国平均を10ポイントも上回

る63.3％でございます。また、高齢運転者が第

１原因者となった死亡事故も37.5％を占めるな

ど、本県における高齢者の交通事故防止対策は、

まさしく最重要課題となっております。

このような状況を踏まえまして、警察では、

本年が最終年となります第９次宮崎県交通安全

計画の目標である「年間死者数を39人以下にす

る」という目標を達成するため、次の対策を強

力に推進してまいります。

まず、自治体を初め、関係機関・団体との連

携をなお一層密にし、てげてげ運転の追放、交

差点マナーアップの強化など、効果的な交通安

全教育・広報啓発活動に努めるとともに、高齢

者の交通事故抑止に重点に置いた交通事故総量

抑止対策を推進してまいります。

また、交通規制の面では、計画的な交通安全

施設の整備と道路交通環境の変化に対応した合

理的な交通規制を推進することとしております。

さらに、運転免許行政の面では、迅速な行政

処分を実施するとともに、更新時講習や自動車

教習所における高齢者講習等を充実させ、高齢

者を初めとする運転者の安全意識高揚を図って

まいります。

このような総合対策により、悲惨な交通事故

を減少させ、交通事故の脅威から県民を守り、

安全で快適な交通社会の実現を図ってまいりた

いと考えております。

続きまして、めくっていただいて資料の３ペ

ージをごらんください。

上段にあります総合的な犯罪抑止対策の推進

についてであります。

犯罪の抑止対策につきましては、県民の体感

治安の確保に向けて総合的な取り組みを推進し

てまいりました結果、昨年は、刑法犯の認知件

数が戦後最も低い数値となるなど、数値的には

一定の成果を得ることができました。

しかし、その一方では、依然として、子供や

女性が被害者となる各種の事案や高齢者が被害

者となる特殊詐欺が後を絶たず、治安に対する

不安を払拭するには至っておりません。そこで、

本年も資料の内容にありますとおり、各種の対

策を総合的に推進してまいります。

まず、地域の犯罪情勢に即した効果的な犯罪

抑止対策ですが、これは各警察署単位で地域住

民の皆様が不安を感じる犯罪や対策に対する要
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望を把握し、これを重点犯罪として定め、きめ

細かな抑止対策を推進してまいります。

次に、犯罪抑止のためには、自主防犯活動の

活性化を図ることが重要であることから、県内

を隅々まで網羅する重層的な防犯ネットワーク

の構築に努め、犯罪等の情報をタイムリーに提

供しながら、県民の皆様の主体的な活動を促し

てまいります。

続いて、子供・女性・高齢者を犯罪から守る

ため、性犯罪やこれの前兆である声かけ事案、

児童虐待、ストーカーや配偶者暴力事案、特殊

詐欺等を防止するための諸対策を強化してまい

ります。

また、県民の間に広く普及しているサイバー

空間の安全と秩序を維持するための諸対策につ

いても積極的に推進してまいります。

最後に、悪質商法や特殊詐欺の関係でもあり

ますが、特に特殊詐欺につきましては、認知件

数、被害額ともに年々増加しており、昨年は過

去最高の被害額となりました。また、犯行の手

口も悪質・巧妙化し、１件の被害額も高額に及

ぶなど社会問題となっております。関係機関と

連携しながら、県民生活を脅かすこうした特殊

詐欺等を撲滅するための諸対策を推進してまい

ります。

このように総合的な犯罪抑止対策を推進して

いくことで、県民の皆様が犯罪の被害に遭うこ

とのない安全で安心な社会の実現を図ってまい

ります。

次に、同じページの下段でありますが、災害

等重大事案への対処とテロの未然防止対策の推

進についてであります。

昨年は、国内で大規模な土砂災害や火山の噴

火に伴う被害が発生いたしましたが、本県にお

きましても、南海トラフ巨大地震や大型台風に

よる自然災害の発生が懸念されております。

警察では、職員に対する教養・訓練や装備資

機材の計画的な整備などを進めるとともに、県

・市町村を初めとする関係機関・団体と連携し

て、大規模災害を想定した初動対応訓練や住民

参加型の避難訓練を実施し、災害等重大事案に

迅速・的確に対応できるように努めてまいりま

す。

また、全国的には、平成28年のサミットや平

成32年のオリンピック・パラリンピック東京大

会の警備諸対策の基盤をつくる重要な時期でも

ございます。

このような中、本県では、第26回全国「みど

りの愛護」のつどい及び第18回全国農業担い手

サミットが開催されますので、警衛警備諸対策

を推進するとともに、引き続き、国内外の諸情

勢を的確に把握し、テロ関連情報の収集や違法

行為の取り締まりなど、テロの未然防止対策に

努めてまいります。

続きまして、資料の右側、４ページをごらん

ください。上にあります重要犯罪の徹底検挙と

組織犯罪の封圧についてであります。

重要犯罪につきましては、昨年は、殺人事件

や持凶器強盗事件、そして本県初となるバス

ジャック事件など社会の耳目を引く事件が発生

いたしましたが、迅速的確な初動捜査と徹底し

た基礎捜査により、そのほとんどを早期に検挙

したところでございます。

一方、組織犯罪対策につきましては、暴力団

組織の壊滅に向けた取り締まりを初め、覚醒剤

及び大麻事件の検挙など薬物事犯に対する取り

締まり等を強力に推進してまいりました。

本年も引き続き、県民に不安を与え、その安

全を脅かす殺人や強盗などの重要犯罪や暴力団

犯罪などの組織犯罪が発生した場合には、早期
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に徹底検挙を図っていくこととしております。

内容としましては、まず、１、２、３番にあ

りますとおり、重要犯罪、知能犯罪、暴力団犯

罪等の徹底検挙を図ってまいります。その中で、

犯罪のグローバル化や犯罪インフラの拡大によ

り、マネロン事件や特殊詐欺事件等の組織犯罪

が多発し、厳しい情勢が続いていることなどか

ら、犯罪のグローバル化・犯罪インフラ対策に

ついても推進してまいります。

また、暴力団排除条例の制定により、社会全

体で暴力団を排除する体制が強化され、昨年は

暴力団関係企業や関係者を公共事業等から排除

することができました。そこで本年も、暴力団

排除条例の効果的な運用を図るとともに、県や

市町村、宮崎県暴力追放センター等関係機関・

団体はもとより、県民と相互に連携・協力して

官民一体となった暴力団排除を推進していくこ

ととしております。

続いて、その下の少年の非行防止と保護総合

対策の推進についてでございます。

少年の非行情勢については、刑法犯少年の検

挙人員は年々減少傾向にあるものの、非行少年

の低年齢化や集団化が認められるとともに、児

童虐待や学校におけるいじめ問題など、少年の

保護対策を講じる必要性にも迫られております。

そこで、本年も引き続き、少年非行防止や保護

総合対策を推進するものです。

まず、少年に手に差し伸べる立ち直り支援活

動等による非行少年を生まない社会づくりを一

層推進してまいります。また、少年事件の検挙

に際しては、少年の特性に配慮した迅速かつ適

正な捜査・調査を推進してまいります。

次に、児童売春・児童ポルノといった悪質性

の高い福祉犯罪の取り締まりを強化するととも

に、スマートフォン等の普及によるインターネッ

ト利用に起因する児童の犯罪被害や非行を防止

するため、児童が使用する携帯電話に係るフィ

ルタリングの100％普及を目指すほか、サイバー

補導を積極的に実施するなど、少年を取り巻く

有害環境の浄化対策を推進してまいります。

また、少年サポートセンターの効率的な運営

を図るとともに、児童虐待につきましては、組

織の総合力を発揮した情報の収集と迅速・的確

な対応を図るほか、学校におけるいじめ問題に

つきましては、一次的には教育機関の対応を尊

重しながら情報の共有に努め、重大事案及びこ

れに発展するおそれのある事案に対しては、被

害少年の保護を最優先に迅速・的確な対応を推

進してまいります。

続きまして、資料をおめくりいただいて５ペ

ージをごらんください。最後の項目でございま

すが、警察安全相談への適切な対応と被害者支

援の推進についてであります。

まず、警察安全相談についてですが、警察で

は、警察本部と各警察署を警察安全相談窓口を

設置し、県民からの各種相談を受け付けており、

昨年は１年間で約２万件の相談を受理しており

ます。警察安全相談業務は、県民生活の安全と

平穏を確保する重要な業務であるとともに、そ

の適否が警察に対する理解と協力に大きな影響

を与えることとなります。

そこで、本年も相談者の立場に立った迅速か

つ親切な相談対応を推進するとともに、受理し

た相談の管理、引き継ぎを徹底し、確実な組織

対応を図ってまいります。

また、被害者支援についてですが、犯罪被害

者やその御家族・御遺族の多くは、直接的な被

害だけでなく、事件後も精神的な負担や経済的

な負担による二次的被害にも苦しみ、社会から

孤立するなど、平穏な生活に支障が出ることが
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ございます。警察は、被害の届け出を通じて犯

罪被害者等と最初に密接にかかわる機関でござ

いますので、まずは、警察が犯罪被害者等の視

点に立ってその心情に寄り添い、途切れること

のないきめ細やかな支援を行っていくことが大

変重要であると考えております。

そして、精神的・経済的支援などに加え、知

事部局、市町村、関係機関及びみやざき被害者

支援センター等民間被害者支援団体と緊密に連

携して総合的な被害者支援活動に取り組んでま

いります。

さらに、社会全体で犯罪被害者等を支える機

運を醸成するために、広報啓発活動を積極的に

推進するとともに、犯罪被害者や御遺族に対す

る給付制度がございますので、その制度の周知

を図りつつ、対象事案があった場合には、迅速

・適正な対応をしてまいります。

以上、平成27年の運営方針及び運営重点につ

いて御説明申し上げましたが、本年も県民の負

託に応えるべく、力強い警察の構築を図り、各

種の警察活動を積極的に展開することといたし

ますので、今後とも御理解、御支援をよろしく

お願いいたします。以上でございます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

報告事項についての質疑はございませんか。

○髙橋委員 ２ページの重点内容の、まず１番

目の事案15件を指定したということで説明して

いただいたと思うんですが、26年度ということ

で理解していいんですか。

○武田刑事部長 26年は６件指定しておりまし

て、25年に９件指定しております。この15件

を、25年指定の分からずっと注意しながら見て

いるという状況でございます。

○髙橋委員 ちょっとよくのみ込めない部分も

あるんですが、25年度以前のやつは、あったけ

ど解決したということで理解していいんでしょ

うか。

○武田刑事部長 事態対処委員会というのをつ

くりましたのが、その時期ですので、25年から

の計になっているということでございます。当

然、事案15件の中には、それ以前の事案のもの

がずっと問題が尾を引いて、この制度になって

初めて指定したというものもございます。

○髙橋委員 わかりました。

事案にもいろいろあると思うんですが、私た

ちが新聞とかニュースでよく聞くのが、相談に

行くんだけれども、事件がないとなかなか動け

ないのよねと、そういうやりとりがよくあるん

です。その後、凶悪事件になったりして、いろ

いろ批判を受けたりしたケースもあったりして、

そういうものを、こういう事案ということで理

解していいわけですよね。

ただ、未解決のものが、説明があったのは、

重大な案件ではないのに防いだということも報

告されましたし、その後まだ未解決ですよね。

捜査中という言い方でいいんでしょうか、捜査

をしている段階ということで。

○武田刑事部長 これは、昨年は、事件になる

ならない、いわゆる相談ということで年間２万

件弱の相談を受けています。その中で、例えば

ＤＶ・ストーカーで、いわゆる恋愛感情のもつ

れで事件になるもの、あるいは今後事件になる

んじゃないかというようなもの、こういったも

のを含めて、これはずっと事件になるんかもし

れない、非常に生命、身体に危険が及ぶおそれ

があるといった事案につきましては、事件になっ

てないんですけれども、それを指定しながらずっ

と保護活動を続けていったり、相談を受けていっ

たりという事案でございます。

この２万件の中をちょっとお話をしますと、
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この事案だということで、警察署と本部が相談

の段階から同じチェックをしながら対応して

いったのが約百数十件はございます。その中で

事件検挙した、これはもう凶悪だと、あるいは

別れた夫が車のガラスを割ったとか、これは器

物損壊事件だということで事件検挙したのが、

そのうちの６割ぐらいでございます。あと４割

の中でも、事件であろうとなかろうと、この百

何十件の中からこの15件を指定して、今後、生

命、身体に危険が及ぶという重大なものを指定

しているという状況でございます。

○髙橋委員 初期段階からということで書いて

ありますんで、初動ですよね。この文言で理解

していいかどうかわかりませんが、警察の総合

力を発揮する。警察以外の機関、例えば福祉と

か教育、児童相談所の初期の対応がまずかった

と、いろいろと新聞に出たりしますけれども、

そういったところの連携まで含んだことを意味

しているのかどうか、その辺をちょっと。

○武田刑事部長 事態対処事案では、本部、各

警察署の中に事態対処委員会というのをつくっ

ております。これは、例えば本部でいいますと、

刑事部がその音頭を取っているわけでございま

す。当然、相談を受ける生安部、それと警務部、

交通部、各部から、この事案にどこからでも対

応でき、そして、どの部からも関係機関に引き

継げるというような体制をとっている事態対処

委員会というのを、警察署ごと、本部にも約17

名の体制ですが、刑事部長の次の刑事部参事官

という立場がありますけれども、この参事官を

筆頭にそういう体制をとっております。そして、

こういった事案がＡ署で発生していて、Ａ署も

こういうことで検討しているけれども、もっと

関係機関に引き継ぐことがあるんじゃないか、

あるいは警戒の方法はこれでいいのか、事件に

はできないのかとか、そういった委員会を持っ

ていますので、当然、関係機関ともつなげる体

制があるということでございます。

○髙橋委員 最後にします。いろんな機関と連

携する中で、個人情報保護、ここが壁になった

りすることがよくあるんじゃないかと思うんで

す。いろいろと本音のところ、あるいは、もう

少し具体的なところで個人名とか、そういった

ところを把握したいんだけれども、個人情報で

ちょっと出せないんですとか、そういうのがあっ

たりするんじゃなかろうかなと思って考えたり

するんです。そういったところのお悩みなんか

はないんでしょうか。

○武田刑事部長 個人情報保護の問題はまた別

としましても、関係機関が共有する個人情報保

護条例で守られる部分、ここをチェックしなが

ら、出していいものは出しながら話をしていく、

出せない部分はということで、そこはすみ分け

しながら対応させていただいてます。一般論と

しまして、確かに個人情報というのが一つはあ

ります。だけれども、１人の命を守っていくた

めには、これは、その条例の中で当然出しても

いい、保護対象でございますから、その付近に

引っかからないように、抵触しないように対応

しておるというのが現状でございます。

○髙橋委員 宮崎では、私の記憶する限りは、

あのときにというところは余りないとは思うん

ですが、いろんな機関と細かく連携をして、お

互いの機関が信頼を持たないと、なかなか相手

もうまく相談に乗ってくれないし、そういう関

係もつくりながら対応していただきたいと思い

ます。

あと一つ質問しますけれども、被害者支援の

関係で、いわゆる賛助金を募ってらっしゃると

思うんです。私、実は入っているかなと思って、
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説明聞きながらちょっと心配をしてたんですけ

れども、この募集関係をどういうふうにされて

いるのか。うちの委員は全部入っているんでしょ

うかとか、その辺をひとつはっきり報告してく

ださい。

○水野警務部長 ありがとうございます。賛助

会員につきましての御報告を申し上げます。

まず、賛助会員につきましては、個人、法人

からいろいろと賛助会員として会費を納めてい

ただきまして、平成25年度は合計で約900万円強

いただいております。御指摘の議員の加入状況

でございますけれども、以前は実は加入してい

らっしゃった方もおられました。ただ、これは

寄附行為に当たるということを指摘する向きも

ございまして、それに該当するということで、

平成25年度以降は加入されていないという状況

だと聞いております。

○髙橋委員 じゃあ、私たちは事前に納めてた

やつは寄附行為で罰せられるんですか。そうじゃ

ないと思うんです。賛助会員は、この被害者支

援に限らずいっぱいあるんで、実は、私も賛助

会員として払っている団体がありますし、私た

ちに広報がないとつい忘れてしまったりするも

んですから、あとはもう議員の自主性に任せて

いただいて、私は、そういう情報をくださいと

いうことをきょうは申し上げたいと思います。

○水野警務部長 御指摘を踏まえまして、賛助

会員のみならず、この活動についてもよく知っ

ていただくためにも、皆さんに情報提供をさせ

ていただきたいと思っております。

○押川委員 ２ページの交通事故の関係で、高

齢者の交通事故抑止対策、毎年いろんな形で取

り組んでいただいておりますけれども、27年度

は重点的にどういったことをやろうとされてい

らっしゃるのか、具体的にわかれば教えてくだ

さい。

○鳥井交通部長 当然、高齢者人口もふえてま

すし、高齢者の免許保有率も九州でも１番とい

うことで、高齢者の事故がふえていることは事

実でございます。9,700件ぐらい発生する中で、

高齢者が第１原因者となる事故も2,000件近く発

生しているわけですし、いろんな観点から、こ

の高齢者対策というのは重要課題と捉えておる

ところです。

去年１年間、死亡事故48件、49人発生して、

その中で高齢者が31人と、全国平均の53％を10

ポイントぐらい上回るということで非常に多く

なっておる現状がございます。また、31人のう

ち20人は75歳以上の高齢者と。ただ、事故を分

析してみますと、高齢者対策という点で、運転

者対策、歩行者対策ということで大きく２つに

分けてやっているんですが、やはり運転者対策

─歩行者対策も十分やっていかなくちゃいけ

ないんですけれども、去年、高齢歩行者で14人

亡くなったうち、高齢者に非があったのは１人

だけということで、そういうことを考えれば、

やはり県民の皆様の安全意識というのが非常に

低調だということを言わざるを得ない。

こういう結果を踏まえまして、ことしは、特

に運転者対策につきましては、国のほうでも認

知機能検査を受けて１分類に該当したら、医師

のとか、いろんな法改正が進む中なんですけれ

ども、やはり高齢者対策で一番効果があるのは、

戸別訪問であったり、高齢者の皆さんを集めて

いただいて、事故の実態等、この辺を地道に継

続して広報啓発、安全活動をやっていくのが、

即効性はございませんけれども、徐々に効果が

出てくるのかなと判断しておるところです。

ことしも、そういう高齢者対策に必要な予算

等も要求等お願いしまして、高齢者講習の充実
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であったり、高齢者宅訪問の強化であったり、

また、県や自治体、それと関係機関の皆さんと

の連携、さらなる強化を図って、そういった啓

発、教育、広報、この辺を徹底していきたいと

考えております。以上です。

○押川委員 一生懸命取り組んでいただいてい

て、我々も十分理解はしておるんですけれども、

運転をしながら、特に歩行の中で、もう高齢者

の方は我が道です。車のことやほかのことは考

えんで、自分が行きたい方向にさっと横切ると

か、そういう事案も我々も見かける、本当に危

ないなと思って。やってしまったら、もう自分

の責任ということになりますので、そういうあ

たりは気をつけているんですけれども。

今月に入ると、西都ですけれども、私たちも

各高齢者クラブの総会に呼ばれるんです。時間

があるときには行くんですが、そういう中で特

殊詐欺とか交通事故の話はするんです。それと

警察官の方と、地域安全の役員の方々、ああい

う方々が交通安全の教育等もされますので、そ

こらあたりでしっかりそういう運転と歩行のマ

ナーを、時間を割いてでももっと詳しく、そし

て被害者、加害者の大変さというものを、しっ

かり認識をしてもらうことも一つの手かなとい

うことを考えました。そういう段階の中で、交

通事故の関係も、もう少し時間を割いていただ

いて。

それと、免許証の返納、あれはどのような状

況になっているかということと、警察官の皆さ

ん方による高齢者の方々への返納の呼びかけと

かは、どのくらいの範囲内でされるものでしょ

うか。

○鳥井交通部長 高齢者の皆さんの免許証返納

の数というのは年々ふえてきておるような状況

でございます。詳しい数字につきましてはちょっ

とあれですけれども、去年が1,400件超えたり、

中には自動的に免許を更新しない人も四、五千

人、毎年おられるわけですが、高齢者の運転免

許証の返納というのは、年々、確かにふえつつ

あります。

これは、しかし、１回、有効に運転免許を取

得された方に対して、あくまでも自主的に返納

を促すものでございます。もうこれは説得しか

ないわけなんですけれども。先般、新聞紙上で

も、運転免許証を返納させるのはいいと。ただ、

本県は、ほかの県に比べまして公共交通機関

─やはり、高齢者の免許証返納を促進するた

めには、高齢者の足を奪うわけですから、そう

いう不便を来す場面、この辺は先ほども言いま

した、県、市町村、自治体との連携強化という

点では、交通機関の整備というのもあわせてやっ

ていかなければならないということで、非常に

重い課題と感じておるところです。ですので、

警察のほうでは、家族を説得したりとかもしま

すけれども、これは、あくまでも任意手段とい

いますか、お願いというような形で進めておる

ところです。

しかしながら、全国でいろんな高齢者の事故

等も相次いでおるということで、身体機能に自

信のない方が年々ふえて、運転免許証を返納し

ている数というのは、徐々にでありますが増加

しておるというのは事実でございます。

なお、高齢者の運転免許証返納者数が、平成24

年が1,300人、平成25年が1,379人、昨年は約1,700

人ということで数はふえてきております。以上

でございます。

○押川委員 ありがとうございました。高速道

路の逆走が、この間新聞に載ってたんですけれ

ども、いよいよ本県も３月21日で、東九州自動

車道が大分県までつながると。日南のほうはも
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う少しかかるわけですけれども、本県もこの高

速道路がつながるということで、この逆走対策

は、宮崎県警もしっかりされているんですか。

それと、あれはどういう形で、あんなに入りや

すいというか逆走ができるのかって我々も

ちょっと心配したんですけれども、どうすれば

逆走して事故になるのか。

○鳥井交通部長 どのようにして入ったかと、

非常にあれなんですけれども。昨年１年間で高

速道路の逆走事案というのは、警察が認知した

といいますか、警察に通報があったのは十数件

あっております。特に東九州道でございます。

そのうち、認知しまして、４件に厳重説諭を

行ったり、入り口を間違えて、途中で逆走に気

づいたけれども、そのまま走りましたという方

がおりましたので、これには違反告知を行って

おります。４件、厳重説諭等をやったんですけ

れども、入り口がわからなかったということな

んですが、ほかの件につきましては、逆走して

いるという通報が十何件あって、４件だけがそ

ういった注意等を行ったと。４件以外について

は、現場に行ったところ、そういう確認ができ

なかったという事案でございます。15件逆走。

４件認知しましたけれども、いずれも入り口を

間違えたというようなことでございます。今、

新聞紙上をにぎわしております認知症とかそう

いった行為で入ったというのは、警察では認知

しておりません。

こういった逆走事案をなくすためにというこ

とで、高速隊としましては、特にシートベルト、

後部座席のシートベルトが事故を起こしたとき

に大きな被害軽減効果があるんですけれども、

これの対策をとろうということで、各インター

では、そういうシートベルト取り締まり等を行っ

て、あわせて逆走事案に対する対応等もやって

いるところですが、多く続くようであれば、道

路管理者のネクスコあたりとも連携して対策し

たいというふうに考えております。以上でござ

います。

○押川委員 わざと逆走される方も中にはい

らっしゃるのかもしれませんけれども、もし間

違って入ったときの対処の仕方、逆走だと思っ

たとき、その時点で、とまるなり何かをしない

限りは、出口まで行かれるのかなという気がす

るんです。だから、間違いだって気づいたとき

に何らかの対処の仕方があれば一番いいのかな

という気がするんです。もう何百メーターも走

れば、普通の人は帰れませんよね。だから、そ

のときにそこにとまってて、今言うように、誰

かが来るまで待っておるとか、間違いというの

をどう認識をさせるかという何か啓発があると

いいのかなという気がしましたので、これはも

う今後の対策として、そういったことも考えて

いただくとありがたいかなというふうに思いま

した。今後の課題といたします。

それから、先ほどちょっと言ったんですが、

悪質商法等の事案、本県も相当ふえておるわけ

であります。これに書いてありますとおり、特

殊詐欺の撲滅をするために諸対策を推進すると

いうことでありますけれども、具体的にどのよ

うなことを考えて今後やっていかれようとされ

るのか、お聞きしたいと思います。

○武田刑事部長 特殊詐欺が昨年よりも10件、

１億3,000万ほど増加しております。これは全国

も非常に増加しておりますけれども、本県も例

外なく増加しております。

これまでも、いろんな金融機関と連携した水

際対策をやってきております。実は、本部や銀

行で会議を幾度となくやってきているわけでご

ざいますけれども、ことしは特に─ちょっと
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持ってまいりましたけれども─こういった

チェックシートをつくり、これも銀行と協議し

まして、我々の感覚はもっと大きなポスターを

考えていたんですけれども、このくらいのほう

が説明しやすいと。お客さんがいっぱいいる中

で、行員の皆様は疑った言葉を出されるわけで

すから、小さなもので、大丈夫ですか、警察か

らお願いですよというようなことで説明しやす

いんだ、こういったことを何回か、いろんな会

議をする中で詰めていった一つでございます。

こういったこともありまして、この効果が、こ

としは約１億3,000万ほど被害未然防止ができて

いるわけでございますけれども、その半数は金

融機関、銀行、郵便局等々でそういう状況がご

ざいます。

あるいは宅配便取り扱い業者との連携で、最

近は、現金を宅配で送ってください、これは送

れないわけでございますけれども。これは書籍

ですか、現金じゃないんですか、こういった声

かけをしていただくよう、宅配業者にも警察に

おいでいただいて、それぞれの代表者とそういっ

た声かけをやっております。

あと、レターパック被害者ステッカーの作成

を各警察署ごとに、高鍋署でやるとか、かもめ

ーるの中で全家庭に呼びかけをして、こういっ

たのは詐欺ですよという文言を入れたのにして、

家の電話のところに張っとってくださいという

ような、そういった呼びかけ等々やっておりま

す。

もう一つ、通信事業者との連携ということで、

電話帳から削除しませんか、これはあくまでも

任意でございまして。といいますのは、他県で

検挙した中で名簿屋というのが暗躍しておりま

して、これは表にならないわけでございますけ

れども、ここから買ったであろう名簿を見なが

ら、宮崎県の高齢者のジャンルがあったり、投

資をした人たちのジャンルがあったり、そういっ

たもの、各県それぞれ違いますけれども、本県

は高齢者のところを１軒１軒回りながら、そう

いった削除のことも勧めております。

そのほかに、今度、振り込め詐欺見張り隊と

いう名前をつけまして、電話機に50機ほど、要

望があった高齢者のところに設置させていただ

いています。

これはどういうことかといいますと、その高

齢者のところに電話をしますと、電話の呼び鈴

が鳴る前にテープが回り始めます。おたくの電

話は振り込め詐欺などの防止対策のために、こ

れから音声を録音させていただきます。間もな

く呼び出しますので、そのままお待ちください

というメッセージが流れたら初めてリリンと鳴

り始めるんです。それで、これは警察のほうで

声紋分析できるほどの高度なものですので、ほ

とんどが切るということで、これは全国的にだ

んだんと普及しているような状況でございます。

これにつきましても、どうですかと言ったら、

要らん電話が、もう一切来んようになったとい

うような声がありまして非常に好評でございま

す。ただ、１機１万円ぐらいでございますので、

全ての高齢世帯に予算措置するのかという問題

もございますけれども、試行的に50台をやって

おります。そして、その高齢者当事者じゃなく

て、その御家族の皆さんが、うちのおばあちゃ

んが一人でだまされるといかんなというような

心配があれば、そういう機器もありますよとい

う御紹介もマスコミ等の報道としましてお願い

しているところでございます。

○押川委員 ありがとうございました。いろい

ろ対策を練っていただいて、県民の皆さん方の

安全安心を担保していただくということであり
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がたいなというふうに思いました。

今のその１万円の電話機につけるやつは、こ

れは警察に相談すれば、警察のほうから１万円

ぐらいで賃貸か何かでできるんですか。

○武田刑事部長 この50台は試行的に今設置さ

れていまして、警察に来たら、営業活動はでき

ませんけれども、ここで売っていますよという

御紹介はさせていただきたいと。これは、もと

もとは警視庁が名古屋の業者に、振り込め詐欺

の対応としてこういったものをつくってくれな

いかということでつくらせたものをうちが知る

ことになりまして、それを試行的に購入してみ

ようということで。これはちょっと話があれで

すけれども、先ほどのＤＶストーカーや、ある

いは嫌がらせの電話、こういったことにも利用

できるんじゃないかと、広く防犯にということ

で考えていますので、これはいい機器ではない

のかなと思っております。

高齢者のところに行くときにパンフレットを

配ろうかとも考えたんですけれども、この仕事

柄、それは営業じゃないのかなということもあ

りまして、いろんなメディアを通じまして御紹

介をさせていただいているところでございます。

以上です。

○押川委員 最後に、これは各警察署に相談す

れば、その各警察署管内でも相談に乗ってくれ

るということでいいですか。各警察署でそのこ

とをお話をすれば相談に乗ってもらえるんです

か。

○武田刑事部長 各署とも、この振り込め詐欺、

特殊詐欺については、交番、駐在所までしっか

り対応させていただいてますので、警察署まで

行かなくても最寄りの交番、駐在所で十分でご

ざいます。

それと、銀行、県内22機関557店舗で先ほどの

こういったことをやっていますけれども、来週

の月曜日に、今度は銀行協会等いろんな関係機

関を全部集めて、本部長出席で協定を結ぶとい

う調印式等も計画しております。これは広報い

たしまして、警察と銀行と今もやっているんで

すけれども、いろんなことでタッグを組んでやっ

ていきますよ、銀行協会も入りますよというこ

とで、広く県民に知っていただいて安心してい

ただくと同時に、振り込め詐欺、特殊詐欺、こ

れの意識を高めていただこうと考えております。

以上でございます。

○山下委員 特殊詐欺についてちょっとお伺い

したいと思うんですが、今お聞きした中で電話

のキャッチで、音声が流れるという。これは、

我々がいろんな会に行ったときに、そういうこ

とができるよというお話をしても大丈夫なんで

すか。

○武田刑事部長 ぜひ、お願いしたいと思って

おります。被害者の６割が高齢者でございます

ので、私は高齢者のこういった特殊詐欺、そし

て大変失礼ですけれども、先ほどの事故防止、

セットだろうと考えておりまして、先生たちの

ほうからお話しいただくと、もっと高齢者の方

がうまく御理解をしていただくんではないかな

と思いますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。

○山下委員 １万円ですか。例えば、これが台

数がふえていくと、その設置費がまだ安くなる

とか、その可能性はあるんでしょうか、ちょっ

とお聞かせください。

○武田刑事部長 約１万円ということでござい

まして、その地区で、じゃあ高齢者で買おうか

というやつは、あとは商談でございますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○山下委員 この振り込め詐欺で、私たちの携
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帯にもメールが、その事案ごとにずっと入って

くるんですけれども、身近な話だけでも年間か

なりな件数が出てくるんですが、全国ではもう

本当にすごい勢いだろうなと思うんです。とい

うことは、うまい味を味わっているから、そう

いうことをずっと続けてくるということだろう

と思うんです。その本部というか、そういう詐

欺をやる集団、これは宮崎県にも所在している

んですか。それとも東京とか、そういうところ

が中心でやっているんでしょうか。そこら辺を

わかれば、ちょっと教えてください。

○武田刑事部長 結論からいいますと、そうい

う悪の中枢は都市部にいるということが言えま

す。といいますのは、本県でだまされたふり作

戦で十数件待っているんですけれども、そのう

ちで本格的に動き出したのは４件で、物になっ

たのは２件でございます。この２件を追及する

中で、連続して東京方面に捜査員を泊りがけで

やっているわけでありますけれども、ここで共

同を組んでいくのは福岡だったり高知だったり、

やっぱり地方の捜査員も上がってきております。

どうもその付近にやっぱり中枢はいるんだとい

うふうに思われておりますけれども、なかなか

この全容解明が非常に困難であります。

といいますのも、末端のいろんな役柄が７つ

ぐらいあるわけです。電話をかける役とか受け

取りに行く役とか、そして、そういう子たちを

募集する、リクルートする子たちとか。ですか

ら、末端は意味はわかってない。多分やばいん

だろうな、でも、バイトで高収入になるからと

いうことで、捕まえるんですけれども、それぞ

れが役割を分担されているので、どんな犯罪な

のか知らない。一部の悪だけが、それを操って

吸い上げているというところが困難なところで

ございます。

しかしながら、各都道府県とも連携しながら、

共同捜査をしながら、お互いに知恵を出しなが

ら、どうにかやっつけんにゃいかんということ

で。検挙と、そして先ほどの詐欺の見張り隊君

ではございませんけれども、守るというのと両

面でやらないと、なかなかその成果が出ないと

いうことでありますので、両方とも力を入れて

やっているところでございます。

○山下委員 ありがとうございます。この３ペ

ージの下の段なんですが、第26回全国「みどり

の愛護」と全国農業担い手サミット、このこと

は警備関係のことが書いてあるが、具体的な日

程は決まっているんですか。

○金井警備部長 現在まで決まっておるのは、

この愛護のつどい、それと担い手サミットの関

係の主な県の行事、国としての行事、この日程

が決まっておりまして、警衛の日程というのは

今からということになってまいります。ですか

ら、これに合わせて、今から詰めが入ってくる

という状態でございます。ただ、どこに行くの

かという日程の行啓先等についても、今から詰

めが入ってくるというふうに考えておるところ

であります。以上でございます。

○山下委員 これは皇族が入ると、そういうこ

とも、まだわからないですわね。

○金井警備部長 前例的には皇族の方が入って

きてますけれども、どなたが来られるのかとい

うのは、直前というか、その状態で入ってきま

す。ただ、前例からいえば、皇太子、同妃殿下

と今まで流れてきておりまして、妃殿下が来ら

れるのかというのは、ちょっと今のところは全

く定まってないというようなところでございま

す。以上です。

○山下委員 特に第18回の全国農業担い手サ

ミットは、農業県宮崎県の大きな看板になって
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くると思います。多分皇族が入るだろうと思う

んですが、警備のほうは万全を期して、ぜひ記

念の大会になるようにお願いしておきたいとそ

ういうふうに思っています。

○金井警備部長 警衛に関しましてはもちろん

のこと、県民と皇室の親和が大事ということで

ありますので、それを中心にしまして、県民と

皇室との親和をしっかり確保しながら対応して

いきたいと考えておるところであります。以上

でございます。

○山下委員 よろしくお願いします。

もう一点お聞きしたいと思うんですが、少年

の非行防止関係、ドラッグ関係とか、少年犯罪

というのは多岐にわたっているだろうと思うん

ですが、これを更生させてくれる保護司の皆さ

ん方、県内に大変な役割を担っておられる皆さ

ん方がおられると思うんです。私の身近にもそ

ういう方がおられまして、個人情報ですから、

内容のことは詳しく教えていただけないんです

けれども。ただ、非常に頭を悩ましておられる

方が、初犯の人たちを預かって、一生懸命更生

させるべくお話をしたりやっておられるんで

しょうけれども、やっぱり再犯につながってく

る、そういうことを嘆いておられました。

県内の保護司の皆さん方の役割、その辺の状

況をちょっと教えていただくことと、それと保

護司の皆さん方がどれぐらいおられるのか。そ

の人たちが各市町村におられるだろうと思うん

ですが、これだけ事案もふえてくるんだろうと

思われる中で、定数的な決まりというのがある

のかどうか、その辺のことをちょっと踏まえて

お聞かせいただくとありがたいと。

○津端少年課長 今の質問にお答えをいたしま

すけれども、保護司関係につきましては所管の

官庁が保護観察所となっておりまして、警察の

ほうでは、そういうような詳しい状況について

は掌握していないところでございます。以上で

す。

○山下委員 警察と連携はとれてないんですか。

例えば皆さん方が、そういう少年犯罪とはやっ

ぱりかかわりがあるだろうと思うんですが、保

護司のほうにもお願いをされていく地方交番所

との連携、そういうものは全くないんですか。

○津端少年課長 少年事件につきましては審判

が最終的に行われるんですが、その際に保護観

察とかいうふうになった際には、裁判所のほう

が、その少年に対して、保護観察所を通じて保

護司の誰々さんに行きなさいとか、そういうふ

うな形で一応指定をするというふうに聞いてお

ります。うちのほうで、警察と保護司との関係

が全くないというわけではないんですが、そこ

ら辺のところについては、少年が再非行をした

際に、どのような状況で保護司さんのほうと連

絡を取り合ったのか、指導を受けていたのかと

か、そういうふうな形で情報の共有を図るとい

うこともありますし、トップの官庁同士がいろ

んな会合等で会った際には情報交換等をすると

いうふうな連携は一応図っておるところです。

○山下委員 わかりました。以上です。

○徳重委員 暴力団関係について、ちょっとお

尋ねしてみたいと思います。

暴力団がおるということについて、非常に安

心安全な生活を脅かすというような意味から、

これはぜひ排除してほしいということなんです

が、福岡でも大きな暴力団の廃止に向けて動い

ていらっしゃるというような報道があるわけで

ありまして、宮崎県内で、まだ組織的に暴力団

というのが残っている地区というのは何カ所、

どことどこということが大体わかっておれば教

えていただきたい。
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○武田刑事部長 県内には、まず組織的には10

組織、暴力団、準構成員だとか、そういう周辺

者約250名ほどがおります。その地域といいます

と宮崎市、日南市、都城市、小林市、日向市と

いうところでございます。

○徳重委員 市民の生活というんですか、何が

起こるかわからないということで皆さん心配さ

れるわけであります。この排除条例ができてお

るわけですが、暴力団組織が今起こしている犯

罪というか、犯罪を起こさないと逮捕もできな

いだろうし、指導も何もできないということに

なると思います。どういう事案、事件を起こし

てきておるのか、大体わかれば、どういう事件

かを教えていただければ。

○武田刑事部長 昨年、暴力団、その周辺者を86

人逮捕しております。その中身の主だったのだ

け申しますと傷害罪、正確に言いますと18人と

いう数字でございます。覚醒剤18人、詐欺罪17

人といったものが主な事案でございます。以上

でございます。

○徳重委員 傷害、覚醒剤、詐欺という、これ

はもう直接、市民、県民に影響のあることです

よね。非常に心配するところですが、なかなか

これを完全排除というところまでは非常に難し

いんかなという気がするんです。大体こういう

人が起こすであろうと、250名リストアップされ

ているわけですから、このことが起こる前に何

か情報をキャッチできないものかなという気が

するんですけれども、一遍にぽおっと来るんじゃ

なくて、徐々に市民、県民に近寄ってくるんじゃ

なかろうかなとこういう気がしてならないわけ

です。そういう情報をとる努力というんですか、

これはもう警察がするしかないんかなという気

がするんですが、何かそういう事前の対応とい

うか、そういったものは考えていらっしゃらな

いんですか。

○武田刑事部長 この暴力団につきましては、

あらゆる手法といいますか法律、これを適用し

て県民から隔離していこうというのが方針でご

ざいまして、ここに余裕はなくて、きっちりと

適用させて排除していかないといけないという

強い対決姿勢を持っております。

どのように情報をとっているかというのは、

今までのその個人個人の手法でありますとか、

あるいはいつ出所してくるなということで非常

に注目して、県民に危害を及ぼさないのかとい

うようなことを考えて情報収集しております。

それと、暴排条例ができたことで、各企業、

年間25回、これは県内の関連企業には全て案内

しながら、講習を受けませんか、暴力団からこ

ういったことが来たときにはこういうふうに対

応するんですよと。そのためには暴排条項を自

分のところに約款に盛り込むんですよ、こういっ

た指導をしながらやっているところでございま

す。暴力団を利用させないゴルフ場もその１つ

でございますけれども、条項を入れることで、

それを盾に、今までやむなくつき合ってきたも

のをはっきりと断ることができるということで、

これは全市町村もできておりますけれども、そ

ういうことで排除ができておる状況でございま

す。

それと、法律に抵触しなくても、いわゆるグ

レーゾーン、罪じゃないんだけれども、用心棒

代だとか、そういった不当な要求ですね、これ

は中止命令というのがかけられます。これを破っ

たら３年以下の懲役ということになっています

ので、そういったことで暴力団を、必ずしも法

に引っかからなくても、それ以前でも、そういっ

た事案になったら中止命令で、そして違反した

ら逮捕していきますよという段階を踏んでいる
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ところでございます。以上でございます。

○徳重委員 最後にしますが、いずれにしまし

ても傷害を起こす、あるいは覚醒剤にしても、

詐欺にしても、その行為によって、その人の生

活、被害者もそうですが、本人たちは、そこに

お金を巻き上げるというか、行為そのものが生

活につながっていくということになるわけです。

暴力団の人が傷害を起こす、ただ起こせばいい

んではなくて、何か原因をつくってしかけるわ

けですから、何かをよこせというようなことに

つながるような気がするんです。あるいは詐欺

にしてもそうですが、徐々に忍び寄ってくると。

覚醒剤でも、だまして金を巻き上げようとする

わけです。そういう行為が行われるということ

が、そういう行為に対して対象者が、さっきおっ

しゃったように早くどこかに通報するという、

そういう何か─個人が多いかもしれませんけ

れども、あるいは会社、事業所、公民館、団体

なり、いろんな人に、こういう行為があったら

すぐ警察に通報するようにというようなチラシ

をまいていくとかいうようなことはされてない

もんですか。

○武田刑事部長 暴力行為、暴力団の行為、い

わゆる違法行為、特に暴力団の色がかかったも

の、これは犯罪に該当するとかしないとかいう

前に、ぜひ相談をお願いしたいというふうに、

これはミニ広報紙、あるいは宮崎県暴追センタ

ー、こういったところでの広報も非常にやって

いるわけでございます。したがいまして、委員

おっしゃいますように、皆さんがもっと、最後

は何かあったらもうすぐ駐在所に頼ろう、交番

に頼ろう、そういったことができるようにミニ

広報紙等でやっているわけでございますけれど

も、さらに一層それを強めていきたいと考えて

おります。

○徳重委員 ぜひ、よろしくお願いしておきま

す。

○髙橋委員 ちょっと関連しますけれども、10

団体250名の構成人員で、昨年は86名、傷害事件

等で逮捕をされたということで、大したもんだ

なと思って、普通の人だったら、その逮捕され

た人は反省をするわけです。反省をして、もう

真っ当な人間になりますということになるんで

しょうけれども、この方々はもとに戻るわけで

すよね。私たちの認識からして、循環をしても

との巣に戻って、また同じことを繰り返してい

るわけでしょうが、ここのところをいかに断ち

切るか。あるいは新会員もいるでしょうから、

そういうところを断ち切る、そういったところ

の対策なんでしょうけれども。

それと、よく言われているのは資金源を断つ、

そういう意味では社会全体で暴力団とかかわら

ないという、先ほどおっしゃったようなことな

んでしょうけれども。この250名という、先ほど

説明があったところです。ずっとこの間、この

人員というのは維持しているんでしょうか。86

名が逮捕されても、どんどん減っていく状況に

はないということで、今は認識したほうがいい

んでしょうか。

○武田刑事部長 暴力団の人たちの世界はある

んでしょうけれども、逮捕されたことがいい機

会だということで、立ち直りをさせるのは、こ

れは刑事みんなが、事実は事実でしっかり調べ

て、その背景は何だと、いわゆる暴力団を抜け

ない限りは、この世界からは抜けられないんじゃ

ないかというような条理を尽くした調べをやっ

ていくわけであります。

その中で、やはり、これの受け皿としますと

宮崎県暴力団離脱者社会復帰協議会というよう

なもの、刑務所にもございますし、あるいは県
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雇用協議会の医師会とかそういったところもご

ざいます。そういったところとの会合も年１回、

警察も入ってやるわけでございますけれども、

その実績を見ますと、３年ぐらい前にやめたい

ということで、何か仕事がないですかという相

談も受けているんです。それも、しかし、しっ

かりと正業についたんだけれども、またやめる

とか、なかなか難しい。昨年はなかったんです

が、一昨年に２人、その相談があったんだけれ

ども、その社会性のところが育ってないので、

なかなかこれを……。協力団体もいますけれど

も、企業はみんな、そこで雇用するというのは、

まだ一つの問題がございます。

組織については、10組織、約250名ということ

でございますけれども、昨年の10月に延岡の児

島組が解散届を出しました。１組織ですが、昨

年の今ごろは11組織270名って言ってたんです。

ですが、それだけ減少しておるということでご

ざいまして、この外れた組員がみんな、じゃあ

更生したのかといいますと、やはりどこに行っ

たかわからない、行方不明、どこで活動してい

るのかわからない。あるいは、まだいるんだけ

れども、近くの暴力団、日向あたりの暴力団と

連携をとっているんじゃないかと疑わしい人間

という、この付近は外せません。わずか20名ぐ

らいの人間を外しているということでございま

すけれども、これも、じゃあ完全に真っ白にし

たかということじゃなくて、今後また、いつ浮

上してくるかもしれないということでは、非常

に関心を持っているところでございます。

ただ、この暴対法の改正条例、こういったこ

とで、非常に活動がしにくくなった。そして、

バッチをつけてスナックなんかに入ると、暴力

団の行く店ということで非常にやりにくくなっ

たということで、暴力団のその調べの中では、

やっちゃおれんですわというふうなことのそう

いった弱音の言葉が出てきておるというのは非

常にいいことだと考えています。

しかしながら、もう一歩我々が考えておかな

いといかんのは、地下潜行しているんじゃない

かと、そこを見逃してはならんというのが我々

の今の着眼点でございます。以上でございます。

○髙橋委員 わかりました。よろしくお願いし

ます。

○西村委員長 私から１点だけ、テロの話もあ

りましたけれども、イスラム国で後藤健二さん、

湯川さんという、被害者というか、一方では自

分たちで危険を冒して行っているわけだから、

なぜ事前に家族なり友人なりがとめられなかっ

たのかなというのがあるんですが。以前、北大

生がイスラム国に渡ろうとしたときに、事前に

情報を得た警察が逮捕というか確保をされた件

がありました。例えば宮崎県の一県民が、ああ

いう渡航禁止地域に行こうという計画を友人な

いし家族なりに相談をして出ようとしたという

情報が入る、もしくは情報が正しいかどうかわ

からないけれども聞いたということになった場

合は、警察としてはどういう動きができるんで

しょうか。

○金井警備部長 個人的なものにつきましては、

はっきり言って把握はできてないというのが現

実でございまして、行こうという意向があった

ということであれば、外務省等々で外に出ると

きに、危険地域ということで指導があるものと

いうふうに認識しております。

ただ、それに対しまして、県警として個別に

指導するということはないものと認識しておる

ところであります。以上でございます。

○西村委員長 今回、テロリストが宮崎ないし

日本を攻撃する際に警察の方が守るという観点
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はわかるんですけれども、例えば、ああやって

人質になってしまえば、もう完全に戦争という

か、その状態に日本も巻き込まれている状況で

あることを考えると、まずそのような人質にな

るような人間をどうにかして出さないような方

針にできないのかなと。例えば、家族ないし友

人がそういう状況を聞いた際には速やかに警察

に相談して、警察のほうからとめてもらうなり、

ビザの発給ができないようにしてもらうとか、

そういうことが、やはり今の話だと難しいとい

うことですか。

○金井警備部長 警察としてそういうことがで

きるかといえば、ちょっと難しいところがござ

います。一県警として対応することはないとい

うことになります。それと、やはり国家的な問

題でございますし、国と国の対応でございます

ので、その答弁につきましては、ちょっとはっ

きり申し上げることはできないものと認識して

おるとこであります。

○西村委員長 わかりました。申し上げられな

いということですので、終わります。

ほかに何かないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、その他で何

かございませんか。

○山下委員 一言お礼を言っておきたいと思い

ます。24日、警察の定期演奏会へ行ってまいり

ました。本部長もお見えでした。髙橋委員と２

人で行って、私は初めてで、２時間ちょっとだっ

たと思うんですが、大変感動いたしました。そ

の中でトークショーがあったり、振り込め詐欺

のお芝居をちょっとしていただいたり、短い時

間に非常に訴えるものがあったのかなという感

想でした。

最後に白バイ女性隊が入ってきて圧巻な、感

動したんですけれども、あの場面を見とって、

せっかくあれだけの音楽隊を持っておられます

から、小学生、中学生、高校生、吹奏楽のメン

バーもたくさんおられると思うんですが、ぜひ

一緒に演奏ができる場面とか、子供たちを呼ん

で、子供たちに対する安全対策を呼びかけられ

るような、そういう音楽会になればいいがなと

いう思いを持ったところでした。本当にありが

とうございました。以上です。

○西村委員長 よろしいですか。それでは、以

上をもちまして警察本部を終わります。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩をいたします。

午前11時20分休憩

午前11時21分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

そのほか、何か委員の皆様からありませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、以上で委員

会を終わります。

午前11時22分閉会


